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別紙

内部部局における特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令の実施要領

第１章 総則

第１ 趣旨

この要領は、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２

６年防衛省訓令第６５号。以下「訓令」という。）第６２条の規定に基づき、内

部部局における訓令の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第２ 用語

この要領において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、訓令及

び特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令の運用について（通達）

（防防調第１８１４４号。２６．１２．１０。以下「通達」という。）において

使用する用語の例による。

第２章 本省職員についての適性評価の実施関係

第１ 実施体制関係

１ 適性評価実施担当者は、防衛政策局次長、調査課長及び調査課に所属する者

の中から防衛政策局長が指名する者とする。

２ 訓令第７条第１項及び第２項、第３０条第２項及び第３項並びに第５３条第

１項において特定秘密管理者が所掌することとされている事務は、特定秘密管

理者が指名した特定秘密管理者補（特定秘密の保護に関する訓令（平成２６年

防衛省訓令第６４号）第５条第１項に規定する特定秘密管理者補をいう。以下

同じ。）がそれぞれ実施するものとする。ただし、次の表の左欄に掲げる職に

充てられる者に係る事務は、特段の事情がない限り、同表の右欄に掲げる職に

ある特定秘密管理者補が実施する。
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が所掌することとされている事務は、調査課長が実施するものとする。

第２ 評価対象者の選定並びに適性評価の実施についての告知及び同意関係

１ 特定秘密管理者補は、自身が特定秘密の保護に関する業務の管理を補助する

こととされた部署において特定秘密の取扱いの業務を行うことが見込まれ、適

性評価を実施する必要があると認める者について、その者を登載した候補者名

簿を、訓令第５条の表に掲げる本省職員の区分ごとに作成する。その際、第１

第２項の表の右欄に掲げる職にある特定秘密管理者補は、同表の左欄に掲げる

職に充てられる者を登載した候補者名簿を併せて作成する。

２ 適性評価実施担当者は、通達第２章第２第３項第１号の規定による、告知書、

同意書、不同意書、同意の取下書及び質問票等の評価対象者への交付を、特定

秘密管理者補を介して行うことができる。

３ 評価対象者は、通達第２章第２第３項第３号の規定により書面又は電磁的記

録で提出することとされている同意書、不同意書及び質問票その他の書類等を、

特定秘密管理者補を介して提出することができる。この場合において、評価対

象者は、提出される書類（電磁的記録を含む。以下同じ。）の記載内容又は記

録内容が適性評価実施担当者以外の第三者に知られることのないよう、書面の

場合は、不透明質の封筒に入れて確実に封をすること及び電磁的記録の場合は、

適切な情報セキュリティ対策を講じるものとする。

第３ 調査の実施関係

適性評価実施担当者は、通達第２章第３第２項第３号の規定による調査票の評

価対象者の上司等への交付を、特定秘密管理者補を介して行うことができる。

第４ 評価及び結果の通知関係

１ 適性評価実施担当者は、訓令第１２条第３項、第１９条第３項、第２２条第

１項及び第２３条第１項の規定による「適性評価結果等通知書（本人用）」の

評価対象者への交付を、特定秘密管理者補を介して行うことができる。この場

合において、適性評価実施担当者は、当該書類の記載内容又は記録内容が評価

対象者以外の第三者に知られることのないよう、適切な措置を講じるものとす

る。

２ 適性評価実施担当者は、訓令第２２条第２項に規定する誓約書の徴収を、特

定秘密管理者補を介して行うことができる。

３ 特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者は、通達第２章第４第２項第

１号に規定する誓約書の写しを、特定秘密管理者補に提出するものとする。た

だし、特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者が防衛大臣補佐官等であ

る場合は、調査課長に提出するものとする。

第５ 苦情の申出とその処理関係

１ 訓令第２５条に規定する苦情受理窓口は、防衛政策局調査課情報保全企画室

とする。

２ 訓令第２８条第３項の規定による勧告は、付紙第１号様式により行うものと

する。

３ 訓令第２８条第４項の規定による報告は、付紙第２号様式により行うものと

する。



４ 訓令第２８条第５項の規定による通知は、付紙第３号様式により行うものと

する。

５ 訓令第２８条第６項の規定による通知は、付紙第４号様式により行うものと

する。

第６ 適性評価実施後の措置関係

１ 通達第２章第６第１項に規定する特定秘密取扱職員の上司が当該職員に対し

て行なう事情の確認については、口頭または訓令第３０条第１項各号が記載さ

れた書面により行うものとする。

２ 特定秘密取扱職員の上司は、訓令第３０条第２項に規定する連絡を、特定秘

密管理者補に対して行うものとする。ただし、特定秘密取扱職員が防衛大臣補

佐官等である場合については、調査課長に対して行うものとする。

３ 特定秘密取扱職員は、訓令第３０条第３項に規定する申出を、特定秘密管理

者補に対して行うものとする。ただし、防衛大臣補佐官等は、調査課長に対し

て行うものとする。

第７ 適性評価の実施状況の記録関係

訓令第３１条第１項及び第２項に規定する帳簿は、防衛政策局調査課情報保全

企画室に備える。

第８ その他

適性評価実施担当者は、特定秘密管理者、特定秘密管理者補及び評価対象者を

含む本省職員に対し、適性評価の手続の周知を徹底するものとする。

第３章 適合事業者の従業者についての適性評価の実施関係

第１ 実施体制関係

１ 適性評価実施担当者は、第２章第１第１項に規定する者とする。

２ 訓令第３７条第１項及び第３項から第６項まで、第３８条第３項、第４０条

第４項、第４１条第５項、第４８条第２項、第５０条第７項並びに第５１条に

おいて特定秘密管理者が所掌することとされている事務は、特定秘密管理者が

指名した特定秘密管理者補がそれぞれ実施するものとする。

第２ 評価及び結果の通知関係

適性評価実施担当者は、特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者に対し、

通達第３章第４第２項に規定する誓約書の写しを、特定秘密管理者補に提出する

よう求めるものとする。

第３ 苦情の申出とその処理関係

１ 訓令第４９条に規定する苦情受理窓口は、防衛政策局調査課情報保全企画室

とする。

２ 訓令第５０条第３項の規定による勧告は、付紙第１号様式により行うものと

する。

３ 訓令第５０条第４項の規定による報告は、付紙第２号様式により行うものと

する。

４ 訓令第５０条第５項の規定による通知は、付紙第３号様式により行うものと

する。



５ 訓令第５０条第６項の規定による通知は、付紙第４号様式により行うものと

する。

第４ 適性評価の実施状況の記録関係

訓令第５２条第１項及び第２項に規定する帳簿は、防衛政策局調査課情報保全

企画室に備える。

第４章 適性評価に関する個人情報等の管理関係

訓令第４章及び通達第４章に規定するもののほか、適性評価実施担当者、特定秘

密管理者及び特定秘密管理者補は、内部部局において適性評価に関する文書等及び

個人情報の管理を適切に実施するために必要な措置を講じなければならない。



付紙第１号様式 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

（適性評価実施責任者） 殿 

 

 

（苦情処理責任者）      

 

 

苦情処理の結果に基づく適性評価の改善について（勧告） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）第２８条第３項の規定に基づき、下記のとおり勧告する。 

 

記 

 

１ 勧告の対象となった苦情の概要 

   

 

２ 勧告の内容 

   

 

 

 

  



付紙第２号様式 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

（苦情処理責任者） 殿 

 

 

（適性評価実施責任者）      

 

 

苦情処理の結果に基づく適性評価の改善措置について（報告） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）第２８条第４項の規定に基づき、下記のとおり報告する。 

 

記 

 

１ 勧告の対象となった苦情の概要 

   

 

２ 勧告の内容 

 

 

３ 勧告を受けた改善措置の内容 

   

 

 

  



付紙第３号様式 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

（適性評価実施責任者） 殿 

 

 

（苦情処理責任者）      

 

 

苦情処理の結果に基づく適性評価の再実施について（通知） 

 

 標記について、特定秘密の取扱いに関する適性評価の実施に関する訓令（平成２６

年防衛省訓令第６５号）第２８条第５項の規定に基づき、下記のとおり通知する。 

 

記 

 

１ 改めて適性評価を実施する必要がある苦情申出者の氏名 

   

 

２ 職務の級又は階級 

   

 

３ 所属部署・職名 

 

 

４ 苦情の概要 

 

 

  



付紙第４号様式 

 

  ○○．○○．○○ 

 

 

特定秘密管理者 あて 

 

 

適性評価実施責任者      

 

 

苦情処理の結果に基づく適性評価の実施について（通知） 

 

 標記について、苦情処理責任者より別添のとおり下記の評価対象者に対し改めて適

性評価を実施する必要がある旨の通知があったので、特定秘密の取扱いに関する適性

評価の実施に関する訓令（平成２６年防衛省訓令第６５号）第２８条第６項の規定に

基づき、通知する。 

 

記 

 

１ 改めて適性評価を実施する必要がある苦情申出者の氏名 

   

 

２ 職務の級又は階級 

   

 

３ 所属部署・職名 

 

 

４ 苦情の概要 
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